
逗子市重点対策加速化事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

逗子市重点対策加速化事業費補助金交付要綱（令和７年５月１日施行）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「令和７年３月10日環地域事発第250310 2号」を「令和８年３月31日環地域

事発第260331 3号」に改める。 

第３条第４項中「前項の各号」を「前項各号」に改める。 

第４条第４項中「逗子市重点対策加速化事業費補助金事前着手届（第４号様式）」を「そ

の旨」に、「提出し」を「申し出」に改め、同条第７項中「逗子市重点対策加速化事業費

補助金交付決定通知書」を「逗子市重点対策加速化事業費補助金交付（不交付）決定通

知書」に改める。 

第７条を次のように改める。 

この補助金の交付決定には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和30年法律第1 7 9号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和

30年政令第2 5 5号）その他の法令及び関連通知の定めによるほか、国交付要綱の定め

るところにより条件を付すことができる。 

第７条各号を削る。 

第13条第２項中「保管するべき」を「保管すべき」に改める。 

別表の１の表中「令和７年３月10日環地域事発第2 50310 2号」を「令和８年３月31日

環地域事発第260331 3号」に、「 

交付申請書 様式 第１号様式 

提出期限 交付申請をする日の属する年度の１月15日まで 

添付書類 １ 逗子市重点対策加速化事業費補助金交付申請書・別

紙（事業計画）（第１号様式別紙） 

２ 役員等氏名一覧表（第２号様式） 

３ 太陽光発電設備の設置費用の根拠となる書類 

４ 太陽光発電設備の設備容量等が分かる書類 

５ 事業者であることが分かる書類（※事業用のみ） 

６ 補助金の充当によりサービス料金（リース料金）から



補助相当額が減額されることが分かる書類 

７ 太陽光発電設備の配置予定図 

８ 法定耐用年数期間中、本補助金により形成した資産

の財産処分を禁じることが分かる書類 

９ 直近１年の月別電力消費量が分かる書類 

10 想定の月別発電量が分かる書類 

」を「 

交付申請書 様式 第１号様式 

提出期限 交付申請をする日の属する年度の１月15日まで 

添付書類 １ 逗子市重点対策加速化事業費補助金交付申請書・別

紙（事業計画）（第１号様式別紙） 

２ 申請者の役員等氏名一覧表（第２号様式） 

３ 需要家の役員等氏名一覧表（第２号様式） 

４ 太陽光発電設備の設置費用の根拠となる書類 

５ 太陽光発電設備の設備容量等が分かる書類 

６ 事業者であることが分かる書類（※事業用のみ） 

７ 補助金の充当によりサービス料金（リース料金）から

補助相当額が減額されることが分かる書類 

８ 太陽光発電設備の配置予定図 

９ 法定耐用年数期間中、本補助金により形成した資産

の財産処分を禁じることが分かる書類 

10 直近１年の月別電力消費量が分かる書類 

11 想定の月別発電量が分かる書類 

」に、「 

実績報告書 様式 第10号様式 

提出期限 交付申請をする日の属する年度の２月15日まで 

添付書類 １ 逗子市重点対策加速化事業費補助金実績報告書・個

票（チェックリスト）（第10号様式（その１）） 

２ 施工前後の写真 



３ PPA契約書の写し（またはリース契約書の写し） 

４ 補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる

書類 

５ 工事費用の支払いを確認できる書類 

６ 補助の充当の有り無しのサービス料金（リース料金）

の差額が分かる書類 

７ 請求書 

」を「 

実績報告書 様式 第10号様式 

提出期限 交付申請をする日の属する年度の２月15日まで 

添付書類 １ 逗子市重点対策加速化事業費補助金実績報告書・個

票（チェックリスト）（第10号様式（その１）） 

２ 工事完了日が確認できる書類 

３ 施工前後の写真 

４ PPA契約書の写し（またはリース契約書の写し） 

５ 補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる

書類 

６ 工事費用の支払いを確認できる書類 

７ 補助の充当の有り無しのサービス料金（リース料金）

の差額が分かる書類 

８ 請求書 

」に改める。 

別表の２の表中「 

交付申請書 様式 第１号様式 

提出期限 交付申請をする日の属する年度の１月15日まで 

添付書類 １ 逗子市重点対策加速化事業費補助金交付申請書・別紙

（事業計画）（第１号様式別紙） 

２ 役員等氏名一覧表（第２号様式） 

３ 設置費用の根拠となる書類 



４ 設備容量等が分かる書類 

５ 事業者であることが分かる書類（※事業用のみ） 

６ 補助金の充当によりサービス料金（リース料金）から

補助相当額が減額されることが分かる書類 

７ 法定耐用年数期間中、本補助金により形成した資産の

財産処分を禁じることが分かる書類 

」を「 

交付申請書 様式 第１号様式 

提出期限 交付申請をする日の属する年度の１月15日まで 

添付書類 １ 逗子市重点対策加速化事業費補助金交付申請書・別紙

（事業計画）（第１号様式別紙） 

２ 申請者の役員等氏名一覧表（第２号様式） 

３ 需要家の役員等氏名一覧表（第２号様式） 

４ 設置費用の根拠となる書類 

５ 設備容量等が分かる書類 

６ 事業者であることが分かる書類（※事業用のみ） 

７ 補助金の充当によりサービス料金（リース料金）から

補助相当額が減額されることが分かる書類 

８ 法定耐用年数期間中、本補助金により形成した資産の

財産処分を禁じることが分かる書類 

」に、「 

実績報告書 様式 第10号様式 

提出期限 交付申請をする日の属する年度の２月15日まで 

添付書類 １ 逗子市重点対策加速化事業費補助金実績報告書・個票

（チェックリスト）（第10号様式（その１）） 

２ 施工前後の写真 

３ PPA契約書の写し（またはリース契約書の写し） 

４ 補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる

書類 



５ 工事費用の支払いを確認できる書類 

６ 補助の充当の有り無しのサービス料金（リース料金）

の差額が分かる書類 

７ 請求書 

」を「 

実績報告書 様式 第10号様式 

提出期限 交付申請をする日の属する年度の２月15日まで 

添付書類 １ 逗子市重点対策加速化事業費補助金実績報告書・個票

（チェックリスト）（第10号様式（その１）） 

２ 工事完了日が確認できる書類 

３ 施工前後の写真 

４ PPA契約書の写し（またはリース契約書の写し） 

５ 補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる

書類 

６ 工事費用の支払いを確認できる書類 

７ 補助の充当の有り無しのサービス料金（リース料金）

の差額が分かる書類 

８ 請求書 

」に改める。 

別表の３の表中「配置図」を「配置予定図」に、「 

実績報告書 様式 第10号様式 

提出期限 交付申請をする日の属する年度の２月15日まで 

添付書類 １ 逗子市重点対策加速化事業費補助金実績報告書・個票

（チェックリスト）（第10号様式（その２）） 

２ 施工前後の写真 

３ 補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる

書類 

４ 工事費用の支払いを確認できる書類 

５ 請求書 

」を「 



実績報告書 様式 第10号様式 

提出期限 交付申請をする日の属する年度の２月15日まで 

添付書類 １ 逗子市重点対策加速化事業費補助金実績報告書・個票

（チェックリスト）（第10号様式（その２）） 

２ 工事完了日が確認できる書類 

３ 施工前後の写真 

４ 補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる

書類 

５ 工事費用の支払いを確認できる書類 

６ 請求書 

」に改める。 

別表の４の表中「６ 太陽光発電設備の配置図」を削り、「 

実績報告書 様式 第10号様式 

提出期限 交付申請をする日の属する年度の２月15日まで 

添付書類 １ 逗子市重点対策加速化事業費補助金実績報告書・個票

（チェックリスト）（第10号様式（その２）） 

２ 施工前後の写真 

３ 補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる

書類 

４ 工事費用の支払いを確認できる書類 

５ 請求書 

」を「 

実績報告書 様式 第10号様式 

提出期限 交付申請をする日の属する年度の２月15日まで 

添付書類 １ 逗子市重点対策加速化事業費補助金実績報告書・個票

（チェックリスト）（第10号様式（その２）） 

２ 工事完了日が確認できる書類 

３ 施工前後の写真 

４ 補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる



書類 

５ 工事費用の支払いを確認できる書類 

６ 請求書 

」に改める。 

第１号様式を次のように改める。 

第１号様式（第４条関係） （別紙） 

第３号様式を次のように改める。 

第３号様式（第４条関係） （別紙） 

第４号様式を次のように改める。 

第４号様式 削除 

第５号様式を次のように改める。 

第５号様式（第５条関係） （別紙） 

第７号様式を次のように改める。 

第７号様式（第５条関係） （別紙） 

第９号様式を次のように改める。 

第９号様式（第９条関係） （別紙） 

第10号様式、第10号様式（その１）及び第10号様式（その２）を次のように改める。 

第10号様式（第８条関係） （別紙） 

第10号様式（その１） （別紙） 

第10号様式（その２） （別紙） 

附 則 

この要綱は、令和８年５月１日から施行する。 


